
本
号
で
公
布
さ
れ
た
条
例
の
あ
ら
ま
し 

  
被
保
護
者
等
住
居
・
生
活
サ
ー
ビ
ス
提
供
事
業
の
業
務
の
適
正
化
等
に
関
す
る
条
例
（
埼
玉
県

条
例
第
十
六
号
）
（
社
会
福
祉
課
） 

一 

趣
旨 

被
保
護
者
等
住
居
・
生
活
サ
ー
ビ
ス
提
供
事
業
に
対
し
必
要
な
規
制
を
行
う
こ
と
に
よ
り
、

当
該
事
業
を
行
う
者
の
業
務
の
適
正
な
運
営
を
確
保
し
、
被
保
護
者
等
の
処
遇
を
改
善
す
る
と

と
も
に
、
そ
の
自
立
の
支
援
を
図
る
た
め
の
条
例 

二 

内
容 

㈠ 

対
象 

 
 

二
人
以
上
の
被
保
護
者
等
に
対
し
、
住
居
等
及
び
生
活
サ
ー
ビ
ス
を
提
供
す
る
事
業 

㈡ 

社
会
福
祉
法
が
適
用
さ
れ
な
い
事
業
の
み
に
対
す
る
規
制
等 

 

ア 

事
業
の
届
出
（
開
始
時
及
び
変
更
時
） 

 

イ 

利
用
の
申
込
み
時
の
説
明
（
契
約
の
内
容
等
） 

 

ウ 

契
約
締
結
時
に
お
け
る
そ
の
内
容
等
を
記
載
し
た
書
面
の
交
付 

㈢ 

社
会
福
祉
法
が
適
用
さ
れ
る
事
業
を
含
め
た
全
て
の
事
業
に
対
す
る
規
制
等 

 

ア 

契
約
の
解
除
等
に
係
る
制
限 

 
 

（ア） 

事
業
者
は
、
契
約
の
締
結
に
際
し
て
は
、
被
保
護
者
等
が
契
約
の
解
除
の
申
入
れ
を

し
た
と
き
は
、
遅
滞
な
く
当
該
契
約
を
解
除
す
る
旨
等
を
定
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 
 

（イ） 

事
業
者
は
、
契
約
の
締
結
に
際
し
て
は
、
一
年
を
超
え
る
契
約
の
期
間
等
を
定
め
て

は
な
ら
な
い
。 

 

イ 

契
約
書
等
の
届
出
（
締
結
時
及
び
更
新
時
） 

 

ウ 

事
業
者
に
お
け
る
住
居
等
の
取
扱
い 

 
 

 

事
業
者
は
、
一
の
居
室
を
二
以
上
の
世
帯
に
利
用
さ
せ
な
い
ほ
か
、
一
人
当
た
り
床
面

積
を
四
・
五
平
方
メ
ー
ト
ル
以
上
等
と
す
る
よ
う
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

 

エ 

虐
待
防
止 

 
 

 

事
業
者
は
、
虐
待
の
防
止
に
関
す
る
取
組
を
推
進
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

㈣ 

報
告
の
徴
収
及
び
立
入
検
査
等 

 
 

知
事
は
、
事
業
者
に
対
し
、
必
要
と
認
め
る
事
項
の
報
告
を
求
め
、
又
は
そ
の
職
員
に
施

設
等
を
検
査
等
さ
せ
る
こ
と
が
で
き
る
。 

㈤ 

義
務
違
反
者
等
に
対
す
る
措
置 

 

ア 

事
業
の
制
限
又
は
停
止
の
命
令 

 
 

 

㈡
ア
又
は
ウ
違
反
、
不
当
に
営
利
を
図
り
、
又
は
被
保
護
者
等
の
処
遇
に
つ
き
不
当
な

行
為
を
し
た
場
合
等 



 

イ 

勧
告
・
公
表 

 
 

 

㈢
ア
、
イ
又
は
エ
に
違
反
し
た
者
に
対
す
る
措
置 

㈥ 

保
護
の
実
施
機
関
と
の
連
携 

 
 

知
事
は
、
事
業
者
に
関
す
る
情
報
を
保
護
の
実
施
機
関
に
提
供
す
る
も
の
と
す
る
。 

㈦ 

罰
則 

 
 

㈤
ア
の
命
令
に
違
反
し
た
者
に
対
し
て
六
月
以
下
の
懲
役
又
は
五
十
万
円
以
下
の
罰
金
。 

㈧ 

そ
の
他 

 
 

こ
の
条
例
の
規
定
は
、
指
定
都
市
及
び
中
核
市
の
区
域
に
お
い
て
は
、
適
用
し
な
い
。 

三 

施
行
期
日
等 

㈠ 

施
行
期
日 

 
 

平
成
二
十
五
年
十
月
一
日 

㈡ 

経
過
措
置 

 

ア 

現
に
事
業
を
営
ん
で
い
る
者
は
、
条
例
施
行
日
か
ら
一
月
以
内
に
届
出
。 

イ 

契
約
に
関
す
る
規
定
は
、
条
例
施
行
日
以
後
に
締
結
さ
れ
る
契
約
に
つ
い
て
適
用
。 

 


